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１月２１日に松戸出張所間内で冬季のホームレス合同巡視を実施し、自立に向けた相談
や健康状態の確認、防火指導、環境指導を行いました。
河川内での居住は管理上の支障があるだけでなく、洪水時に流される恐れがあります。

今後も江戸川河川事務所では関係自治体（松戸市役所・流山市役所）や警察、消防、橋梁
管理者等と連携を図りながらホームレス対策に取り組んで参ります。

ホームレス合同巡視を実施しました

定期的に河川のパトロールを実施していますが、不法行為が絶えません。
不法投棄は「河川法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、落書きは「刑法」「軽犯罪法」
等の法律に違反し処罰の対象となる行為です。
もし、不法投棄や落書きをされた方はご自身で回収、現況復旧して下さい。
河川は公共のものです。全ての人が気持ちよく河川を利用できるようご協力お願いいたします。

ゴミの不法投棄・落書きはやめて

不法投棄落書き
警告書



主水だより平成２９年４月２６日 第４３号

http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa

出張所だよりは江戸川河川事務所のホームページに（http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa）掲載しています。

令和８年３月１６日 第１１０号

今年度完成した工事を紹介します
●Ｒ６江戸川左岸平方村新田地先堤防整備工事 松浦建設（株） 箇所：流山市平方村新田地先
洪水を安全に流すために堤防をつくる工事を行いました。

３号ポンプ分解状況

●Ｒ６江戸川左岸新宿新田地先低水護岸工事 佐田建設（株） 箇所：流山市北地先
堤防基礎部を保護するための護岸を整備する工事を行いました。

●Ｒ６江戸川左岸三輪野山地先堤防整備工事 （株）堀建設 箇所：流山市加地先
洪水を安全に流すために堤防をつくる工事を行いました。

近隣自治体を対象に見学会を行いました

12月12日に松戸市、3月4日に千葉県東葛
飾土木事務所、流山市の職員を対象に松
戸排水機場の見学会を実施しました。当
日は排水ポンプ設備の修繕工事を行って
おり、分解補修を行った様子を見てもら
いました。参加者からは「ポンプの内部
に入ることができる機会が中々ないので
勉強になった」、「沿川での業務に役立
てたい」といった意見がありました。
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